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厚生労働 省 発表  

平成20年10月16日  

平成20年5月1日現在   

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況について  

〔調査結果のポイント〕  

○放課後児童クラブ数は、898か所増加  

放課後児童クラブ数は、対前年898か所増の17，583か所となった。   

○登録児童数は、4．5万人増加  

放課後児童クラブの登録児童数は、対前年4．5万人増の79万人となった。   

○実施市町村の割合は、88．8％  

放課後児童クラブの実施市町村数は、1，609市町村となり、全市町村に   
おける実施割合は、対前年0．6ポイント増の88．8％となった。   

○利用できなかった児童数は、933人減少  

利用の申込みをしたが何らかの理由で利用できなかった児童数は、対前年   

933入滅の13，096人となった。  
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放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況【概要】  

＊ 平成20年5月1日現在 育成環境課調査   

1クラブ数、登録児童数及び実施市町村数の状況   
・クラブ数は対前年で898か所増加の17，583か所に、登録児童数は対前年で  

4．5万人増加の79万人となった。クラブの対前年増加数は2年連続で800か所  

を上回った。   

・クラブ実施市町村数は1，609市町村となり、全市町村（1，811）における  

実施割合は88．8％となった。、  

平成 20 年   平成19 年   区  分  増   

クラブ数   17，583か所   16，685か所   898か所   

登録児童数   794，922人   749，478人   45，444人   

実施市町不精Ij合   88．8％   88．2％   0．6ポイント   

（実施市町村数）   （1，609市町村）   （1，611市町村）   （△2市町村）   

未実施市町村数   202町村   216町村   △14町村   

［クラブ数及び登録児童数の推移］  

（か所）  
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2 実施場所の状況（か所）   

・学校の余裕教室と学校敷地内専用施設を合わせた「学校内実施」が全体の48％と  

半数近くを占めており、また、全増加数（898か所）に占める「学校内実施」増加数  

（676か所）は7割強となっている。  

実施場所  平成 20 年  平成19 年  増  減  
学校の余裕教室   5，005（28．5％）   4，759（28．5％）   246  

学校敷地内専用施設   3，477（19．8％）   3，047（18．3％）   430  

児童館・児童センター   2，619（14．9％）   2，595（15．6％）   24  

その他   6，482（36．8％）   6，284（37．6％）   198  

注：（ ）内は各年の総数に対する割合である。  

ー2－   



3 実施規模の状況（か所）   

・児童数36～70人のクラブが全体の46．9％を占める。  

平成 20 年   平成19 年   増   

9人以下   569（3．2％）   586（3．5％）   △17   

10人～19人   1，86110．6％   1，99211．9％  △131   
20人～35人   4，451（25．3％）   4，359（26．1％）   92   
36人～70人   8，241（46．9％）   7，300（43．8％）   941   

71人以王   2，461（14．0％   2，448（14．7％）   13  

注：（ ）内は各年の総数に対する割合である。  

4 年間開設日数の状況（か所）  

280日～299日のクラブが全体の69．4％を占める。  

注1：（）内は各年の総数に対する割合である。  

注2：今年度からの新規調査項目である。  

5 利用できなかった児童数の状況   

・利用できなかった児童数は、933人減少した。  

平成19 年   平成 20 年  増   

利用できなかった児童数   13，096人   14，029人   △933人   

6 夏休み等の長期休暇における実施状況（か所）   

・夏休み等の長期休暇に実施するクラブは、対前年で1，815か所増加の  

17，270か所となり、実施割合は98．2％となった。  

開館状況   平成 20年   平成19年   増 減   

夏休み等の長期休暇  17，270（98．2％）  15，455（92．6％）  1，815   

注：（）内は全クラブ数（20年度：17，583、19年度：16，685）に対する割合である。  

－3－   



放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況  

＊ 各年5月1日現在の育成環境課調査  

1クラブ数、登録児童数及び実施市町村数の状況  

区  分   平成 20 年   平成19 年   増   減   

クラブ数   17，583か所   16，685か所   898か所   

登録児童数   794，922人   749，478人   45，444人   

実施市町村害り合   88．8％   88．2％   0．6ポイント   

（実施市町村数）   （1，609市町村）   （1，611市町村）   （△2市町村）   

未実施市町村数   202町村   216町村   △14町村   

（参考）過去5年間の実施か所数、児童数、実施市町村数の推移  

区 分   平成19年  平成18年  平成17年  平成16年  平成15年   

実施か所数（か所）   16，685   15，857   15，184   14，457   13，698   
■’■’【■‘‘■…－‾‘■■一◆、●■‾【‾‘◆‘～‾■－‘‘…■－－■－‾‾…■■‾…－■‾h  

蔽   増   828   673   727   759   916   

児 童 数（人）   749，478  704，982  654，823  593，764  540，595   

増  減   44，496   50，159   61，059   53，169   38，554   

実施市町村割合   88．2％   86．8％   82．5％   76．0％   71．8％   

（実施市町村数）   （1，611）   （1，599）   （1，980）   （2，373）   （2，303）   

2 設置・運営主体別クラブ数の状況  

注：（）内は各年の総数に対する割合である。  

3 実施規模別クラブ数の状況  

注： （ ）内は各年の総数に対する割合である。  
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4 学年別登録児童数の状況  

（人）  

注：（）内は各年の総数に対する割合である。計数には、障害児数も含む。  

5 実施場所別クラブ数の状況  

実施場所   平成 20 年   平成19 年   増  減   

学校の余裕教室   5，005（28．5％）   4，759（28．5％）   246   

学校炉内 用 設  3，477 19．8％  3，047（18．3％）  430   
児童館・児童センター   2，619（14．9％）   2，595（15．6％）   24   

公的施設利用   1，599（9．1％）   1，604（9．6％）   △5   
■】‾【一‾‾’－■■ー‾’■’   

民家・アパート   1，070（6．1％）   了㌻石百すて6二葡ラ   10   

呆目所  967  5．5％  1，007 6．0％  △40   公 土    設  1，072 6．1％  988 5．9％）  84   
■■……’■貰有鰭専潤施設州鵬－‖  811 4．6％  708  4．2％  103   幼  369  

…． 

＿   

。 工  旨   ．   369 2．2％）   33  

注：（）内は各年の総数に対する割合である。  

6 年間開設日数別クラブ数  

注：（）内は各年の総数に対する割合である。  

7 平日の開所時刻の状況  

注1：（）内は各年の総数に対する割合である。  
注2：17，571は平日に開所しているクラブ数。  

ー5－   



8 平日の終了時刻の状況  

（か所）  

注1：（）内は各年の総数に対する割合である。  
注2：17，571は平日に開所しているクラブ数。  

9 土曜日等の開所時刻の状況  （か所）  

開所時刻   平成 20 年   平成19 年   増  減   

7：00 ～ 7：59   2，13212．2％  6・591；前  4 00％                8：00 ～ 8：59  13 092（75．0％  
9：00 ～ 9：59   2，070 11．9％  
10：00以降  162  0．9％  

注1：（）内は各年の総数に対する割合である。  
注2：17，460は土曜日等に開所しているクラブ数。  

10 土曜日等の終了時刻の状況  

注1：（）内は各年の総数に対する割合である。  
注2：17，460は土曜日等に開所しているクラブ数。  

11土曜日等の開館状況  

開館状況   平成 20 年   平成19 年   増   減   

土曜日   14，139（80，4％）  12，665（75．8％）   1，474   

訂 1 400  8．0％   〔毎週阻鯨以外〕．．‖．  〔 599〕  〔65  9  ■■白       351 2．1％  1 049  
注1：（）内は全クラブ数（20年度：17，583、19年度：16，685）に対する割合である。  
注2：〔〕内は毎週開館以外のクラブ数であり、内数である。  

12 障害児受入数別クラブ数の状況  

注：（）内は全クラブ数（20年度：17，583、19年度：16，685）に対する割合である。  
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18 クラブ専用部屋・専用スペースの有無  

（か所）  

‾ 平成19 年   平成 20 年  増   減   

ス－ス有り   16，836（95．8％）  

注：（）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。   

19 登録児童1人当たりの生活スペースの状況  

平成 20 年   平成19 年   増   減   

1．65r正以上   12，342（70．2％）  

注：（ ）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。   

20 クラブ内の静養スペースの状況  

平成 20 年   平成19 年   増   減   

スペース有り   9，824（55．9％）  

注：（ ）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。   

211クラブあたりの放課後児童指導員数の状況  

平成 20 年   平成19 年   増  減   

4 330 24．6％  2人  1  1 117  6400                3人  3 588 20．4％  
3 033 17．2％  

4△－          ’一－－‘‾■……■－－…‾叩■’■’   

ち天以工   5 515 31．4％  

注：（）内は各年の総数に対する割合である。数値はボランティアを含めず、常勤・非  

常勤を区別しない。   

22 放課後児童指導員の資格の状況  

（人）  

平成 20 年   平成19 年   増  減  

23 564 342繋        13 259 19．2％  
9，27713．5％  

その‡  38策  2，394 3．5％  
ょし   20，393 29．6％  

注1：（）内は各年の総数に対する割合である。数値はボランティアを含めず、常勤・  
非常勤を区別しない。また、1人の指導員に対し、1つの資格を計上。   

注2：「その他38条」は「保育士・幼稚園教諭」、 「幼稚園以外の教諭」、「児童福祉経  
験有り」以外で児童福祉施設最低基準第38条第2項に該当する者。   

23 保護者支援・連携の実施状況  

（か所）  

注：（）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。  
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24 学校等との連携の実施状況  

（か所）  

注：（）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。   

25 関係機関・地域との連携の実施状況  

平成 20 年   平成19 年   増  減   

保育所・幼稚園との   9，696（55．1％）  
連携  

注：（ ）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。  

26 安全対策の実施状況  

（か所）  

注：（ ）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。  

27 研修受講機会の提供の実施状況  

16，763（95．3％）  

注：（）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。  
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28 事業内容の定期的な自己点検の実施状況  

（か所）  

平成 20 年   平成19 年   増   減   

自己点検の実施有り  13，943（79．3％）  

注：（）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。  

29 運営状況等の情報提供の実施状況  

平成 20 年   平成19 年   増   

保護者への情報提供  16，726（95．1％）  

注：（ ）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。  

30 要望・苦情対応の実施状況  

平成 20 年   平成19 年   増   

要望・苦情対応窓口 のへの知  13，686（77．8％）  
保護者周  

注：（）内は全クラブ数（17，583）に対する割合である。  

31放課後児童クラブガイドラインの市町村における策定状況  
（市町村数）  

注：（）内はクラブ実施市区町村数に対する割合である。  

32 放課後児童クラブガイドラインに基づく運営内容の点検・確認状況  
（市町村数）  

平成 20 年   平成19 年   増   

点検・確認有り   1，020（63．4％）  

注：（）内はクラブ実施市区町村数に対する割合である。  
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〔調査概要〕  

1 調査の目的  

この調査は、全国の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況を把握  

児童の健全育成の推進のための基礎資料を得ることを目的として、毎年実施してい  ヽ
 
 
 
 
○
 
し
 
る
 
 
 

2 調査の対象  

全国の市区町村（1，811市区町村）   

3 調査の期日  

平成20年5月1日現在  

4 主な調査事項  

児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）   

の実施か所数、登録児童数、実施場所別クラブ数、実施規模別クラブ数、年間開設日数   
別クラブ数、利用できなかった児童数等   

5 調査の方法  

厚生労働省があらかじめ定めた調査票により各市区町村が記入   

6 調査の集計  

集計は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局において行った。  

（参考）放課後児童健全育成事業  

共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、児童館や学校の余裕   

教室、公民館などで放課後に適切な遊び、生活の場を与えてその健全育成を図る事業  

（平成9年の児童福祉法改正により法定化＜児童福祉法第6条の2第2項＞）  
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